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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用装置を運搬するためのコンテナであって、
　周辺の壁と、
　柔軟な基部と、
　開閉可能で柔軟なカバーと、
を備え、
　前記周辺の壁は、高さを有し、筐体の径を定義し、高さ方向の寸法が実質的に固定的で
あり、
　前記柔軟な基部は、薄く柔軟なシート素材で形成され、医用装置を受け入れるために前
記周辺の壁の内面にハンモック状に取り付けられ、
　前記開閉可能で柔軟なカバーは、前記周辺の壁に取り付けられ、
　前記周辺の壁は、折れ線を有し、保管のための径縮小配置まで圧縮可能であり、医用装
置の受け入れのための径拡大配置まで展開可能であり、
　医用装置が前記基部に置かれたときでも、展開状態において前記周辺の壁の最下端は、
基部より低いところに展開することを特徴とする、
コンテナ。
【請求項２】
　前記周辺の壁は、複数の隣接したパネルであって、パネル間に折れ線のあるものを備え
る、
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請求項１に記載のコンテナ。
【請求項３】
　前記パネルは、蛇腹式に折りたたまれる、
請求項２に記載のコンテナ。
【請求項４】
　前記周辺の壁は、端部同士が折れ線でつながれた２枚のパネルを備える、
請求項２に記載のコンテナ。
【請求項５】
　前記基部または前記カバーは、薄く柔軟なシート素材を備える、
請求項１から４のいずれか一項に記載のコンテナ。
【請求項６】
　前記カバーは、第１の管状端および第２の管状端を備えた実質的に管状のシートを備え
、
　前記第１の管状端は前記周辺の壁に固定され、
　前記第２の管状端は自由であり、密閉手段を備える、
請求項５に記載のコンテナ。
【請求項７】
　前記密閉手段は、前記カバーの自由端に配置された引き紐を備える、
請求項６に記載のコンテナ。
【請求項８】
　前記周辺の壁は、前記コンテナの運搬を容易にするための、ユーザの指を受け入れる２
つ以上の開口部を定義する、
請求項１から７のいずれか一項に記載のコンテナ。
【請求項９】
　前記周辺の壁は段ボールで形成される、
請求項１から８のいずれか一項に記載のコンテナ。
【請求項１０】
　前記コンテナ内に置かれた液体吸収性シートをさらに備える、
請求項１から９のいずれか一項に記載のコンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡などの医用装置のための運搬コンテナに関する。本コンテナは、圧縮
した状態で保管することができ、医用装置に適合する十分な大きさの筐体の提供が必要な
ときは展開することができる。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡などの装置を用いて医療処置が行われると、装置は体液で汚染されるため、再使
用の前に完全に清浄および滅菌される必要がある。通常清浄処理は異なった場所で行われ
る。従って内視鏡は安全に、すなわち損傷を受けることなく、かつ他の物を汚染すること
なく運搬される必要がある。通常内視鏡は、柔軟なバッグに入れられる。このバッグは運
搬時に封印された後、内視鏡の清浄時に廃棄される。代替的に内視鏡は、運搬および清浄
用の硬質プラスティック製トレイの中に置かれてもよい。清浄されたトレイと内視鏡はビ
ニールシートで封印されることで、後の再使用の準備が整う。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、医用装置を運搬するためのコンテナを与える。このコンテナは、周辺の壁と
、柔軟な基部と、開閉可能で柔軟なカバーと、を備える。周辺の壁は、高さを有し、筐体
の径を定義し、高さ方向の寸法が実質的に固定的である。柔軟な基部は周辺の壁に取り付
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けられ、医用装置を受け入れることができる。開閉可能で柔軟なカバーは、壁に取り付け
られる。壁は、保管のための径縮小配置まで圧縮可能であり、医用装置の受け入れのため
の径拡大配置まで展開可能である。
【０００４】
　このようにして、空間効率向上のため圧縮形態で保管が可能で、必要時には容易に展開
可能なコンテナが与えられる。このコンテナは、運搬中の医用装置の保護を改善し、使用
後に廃棄可能である。
【０００５】
　周辺の壁は、複数の隣接したパネルであって、パネル間に折れ線のあるものを備えてよ
い。蛇腹式に折りたたまれる複数のパネルが与えられてもよい。代替的に壁は、端部同士
が折れ線でつながれた２枚のパネルを備えてもよい。
【０００６】
　柔軟な基部または柔軟なカバー、もしくその両方は、薄く柔軟なシート素材を備えてよ
い。カバーは、第１の管状端および第２の管状端を備えた、実質的に管状のシートの形を
していることが好ましい。第１の管状端は周辺の壁に固定される。第２の管状端は自由で
あり、引き紐の付いた密閉手段を備える。
【０００７】
　周辺の壁は、コンテナの運搬を容易にするための、ユーザの指を受け入れる２つ以上の
開口部を定義してよい。好都合なことに、周辺の壁は段ボールで形成されてよい。
【０００８】
　医用器具上に存在する任意の液体を運搬する能力を向上するために、コンテナ内に液体
吸収性シートが置かれてもよい。
【０００９】
　コンテナが展開した状態のとき、柔軟な基部は、周辺の壁の最下端より下に突出しない
ことが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　以下例示のみを用いて、添付図面を参照しながら、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るコンテナを模式的に示す斜視図である。
【図２】図１に示される装置の断面図である。
【図３ａ】異なる構成で折りたたまれた、本装置の圧縮状態を示す図である。
【図３ｂ】異なる構成で折りたたまれた、本装置の圧縮状態を示す図である。
【図３ｃ】異なる構成で折りたたまれた、本装置の圧縮状態を示す図である。
【図４】明確性のためカバーの外された展開状態のコンテナと、コンテナ内に置かれた医
用装置とを示す図である。
【図５】開いたカバーの存在する展開状態のコンテナと、コンテナ内に置かれた医用装置
とを示す図である。
【図６ａ】本発明のコンテナのための圧縮可能な壁の、異なる実施形態を示す図である。
【図６ｂ】本発明のコンテナのための圧縮可能な壁の、異なる実施形態を示す図である。
【図６ｃ】本発明のコンテナのための圧縮可能な壁の、異なる実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１および２を参照すると、本発明に係るコンテナ１０は、連続的な周辺の壁１２と、
柔軟な基部１４と、開閉可能な柔軟なカバー１６と、を備える。これらは協同して、医用
装置２２を受け入れるための筐体を定義する。カバー１６は、引き紐１８を用いて密閉さ
れてよい。コンテナ１０内に置かれた医用装置２２上に存在する任意の液体を吸収するた
めに、吸収性の布２０が、コンテナ１０の内部で柔軟な基部１４の上に置かれてもよい。
【００１３】
　周辺の壁１２は、高さを有し、筐体の径ｄを定義する。周辺の壁１２は、高さ方向の寸
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法が実質的に固定的であるが、異なる径の筐体を提供するために縮小および拡大が可能で
ある。図示された実施形態では、壁１２は、一連の隣接するパネル２４であって、パネル
間に折れ線のあるものとして形成される。パネルは、ジグザグに、または蛇腹式に折りた
たまれてよい。壁１２は、パネル２４が折りたたまれてこれらが相互に接近すると縮小で
き、パネル２４同士が離れると拡大できる。
【００１４】
　図３ａから図３ｃに示されるように、縮小のために、壁１２は異なる仕方で折りたたむ
ことができる。図３ａでは、隣接するパネルのペア２４ａが展開し、このペアは実質的に
平らになる。対応する反対側の隣接パネルのペア２４ｂも同様に展開し、平らになる。パ
ネル２４の残りのものは、平らになったペア２４ａと２４ｂとの間で、２つの蛇腹の列に
なる。図３ｂでは、パネル２４のペアは平らに折りたたまれ、平らになったペアが互いに
蛇腹状になっている。そして６枚の隣接するパネル２４ｃが展開し、蛇腹の列の２つの端
を結ぶ。
【００１５】
　図３ｃでは、すべてのパネル２４は、中心に向けて縮小される。
【００１６】
　いずれの縮小状態においてもコンテナ１０は、弾性バンドなどの固定具２６で固定され
てよい。図３ａおよび図３ｂに示される構成では、いずれも実質的に長方形のパッケージ
が形成されるが、これは特に空間効率がよい。図３ｃの構成では、実質的に円柱状のパッ
ケージが形成されるが、こちらの方が若干サイズが大きい。
【００１７】
　壁１２は、所望の医用装置を収容できるように寸法付けられ、十分展開される。内視鏡
の場合、内視鏡内のチャネルや光ファイバが著しく小さい径の曲げを受けないように、内
視鏡を過度にきつく巻きつけずに収容できるのに十分な径の筐体を与える必要がある。例
えば壁１２は、全体の直径が４５ｃｍから５５ｃｍのオーダーの筐体を形成できるように
寸法付けられてよい。
【００１８】
　壁１２は、側面衝撃損傷から医用装置を守るため、コンテナ１０に強固な境界を与える
ことが可能な、ボール紙やプラスティックなどの任意の好適な材料で形成されてよい。本
例のコンテナは段ボールで形成される。段ボールは実質的に固定的な高さｈが与えられ、
波型の間に折れ線２５が形成されるように垂直調整されてよい。段ボールはまた、安価で
いつでも入手でき、簡単に廃棄できる材料である。
【００１９】
　コンテナ１０の基部１４は柔軟なシートで形成され、このシートは例えば接着剤のライ
ン１５を用いて壁１２の内面に固定される（図２に模式的に示される）。このように柔軟
な基部１４は、壁からハンモック状に吊り下げられている。基部１４は、医用装置２２が
置かれたときでも、壁１２の最下端より下に突出しないように寸法付けられる。これによ
り、コンテナ１０が面上に置かれたとき、医用装置２２が衝撃を受けることから保護され
る。基部１４は、医用装置２２の重量を支えるのに十分な程度強固だが、壁１２が縮小さ
れたときに折りたたまれるように、薄く柔軟性である。基部１４は、医用装置２２からの
液体漏れが発生しないように、液体を通さないプラスティックなどの材料で形成されるこ
とが好ましい。
【００２０】
　使用中、保水能力を高めるために、コンテナ１０内で基部壁１４の頂部に、吸収性の布
２０が置かれることが望ましい。
【００２１】
　図５に示されるように、コンテナ１０はまた、柔軟なカバー１６を含む。通常これは管
状の形をしており、一方の管状端が、例えば基部１４と同じ接着剤のライン１５あるいは
別のラインを用いて壁１２に固定される。他方の管状端は自由であり、引き紐１８を与え
られる。コンテナ１０内部へのアクセスを容易とするために、カバー１６は開放できるよ
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用装置２２がコンテナ１０内に置かれると、図１に示されるようにカバー１６がコンテナ
１０の頂部を覆って閉じるように、引き紐１８を引くことができる。引き紐１８およびカ
バー１６は、図１に模式的に示されるように、閉鎖状態でいくらかの中央開口部が残るよ
うに構成されてよい。代替的に、閉鎖状態で有意な開口が存在しないように、引き紐１８
を十分強く引いてもよい。
【００２２】
　柔軟なカバー１６は、柔軟な基部１４から分離されていてもよいし、互いに一体化して
いてもよい。この場合これらは薄く柔軟な材料のバッグとして効果的に形成され、例えば
接着剤のライン１５を用いて壁１２に接続される。接着剤１５より低いバッグの部分は柔
軟な基部１４を形成し、接着剤１５より高いバッグの部分は柔軟なカバーを形成する。基
部１４およびカバー１６は、プラスティックなどの柔軟な材料で形成される。コンテナの
中身が容易に見えるように、少なくともカバーは透明であってよい。
【００２３】
　使用中、最初にコンテナ１０は、保管のため圧縮状態にされる。必要になると、固定具
２６が外され、壁１２が展開され、基部壁１４を露出するためにカバー１６が開く。望ま
れる場合は吸収性の布２０が、コンテナ１０内部の基部１４上に置かれてもよい。その後
医用装置２２を、布２０の上に置くことができる。その後医用装置２２の頂部を覆って閉
じるために、引き紐１８によってカバー１６が引かれる。この状態でコンテナ１０は、清
浄と滅菌に適した場所に運ばれることができる。引き紐１８を緩めることによって、カバ
ー１６が開く。医用装置２２は取り出されることができ、コンテナ１０はその後廃棄され
ることができる。
【００２４】
　医用装置が内部に置かれているときに、コンテナ１０を容易に運搬できるように、壁１
２にフィンガースリットが形成されてもよい。
【００２５】
　本発明の範囲内で、圧縮および展開可能なコンテナの異なる形態が与えられ得ることを
理解されるだろう。特に周辺の壁１２は異なる形態であってよい。その例が図６ａ、図６
ｂおよび図６ｃに示される。この場合壁１２は、折れ線２５によって接続された２枚のパ
ネルで形成される。展開配置では、各パネルは、実質的に半―管状の壁１２の部分を形成
する。これらは、図６ｂに示されるように、両側から圧迫され、実質的に平らな部品を形
成する。これは、図６ｃに示されるように巻き取られ、または折りたたまれ、より小さな
パッケージになる。これらの図では明確性のため、柔軟な基部壁およびカバーは割愛され
ている。
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【図３ａ】
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【図３ｃ】

【図４】

【図５】

【図６ａ】
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